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第１章 食育の推進に向けて 1 

 2 

第１節 策定の趣旨 3 

 4 

食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する力を身に5 

付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食べることは生涯にわたって6 

続く営みであることから、食育は生きる上での基本であり、子どもはもちろん、大7 

人にとっても大切です。 8 

また、食育を推進することは、県民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな9 

人間性を育むことに寄与するものであるとともに、県民の食生活が自然の恩恵によ10 

って成り立ち、食に関わる人々の様々な行動に支えられていることについて、感謝11 

の念や理解を深めることにつながるものです。 12 

 13 

社会経済情勢の変容は目覚ましく、生活環境等の「食」をめぐる状況は日々変化14 

しており、朝食欠食や孤食、栄養の偏り等の食生活の多様化がみられ、成人男性の15 

肥満、若い女性のやせや生活習慣病の増加等が問題となっています。 16 

 17 

さらに、食に関しては、調理に手間をかけずに食べられる「簡単な食事」を好む18 

傾向が強まり、外食・弁当・総菜・テイクアウト等の利用が増えています。県民が19 

健康的な食生活を送るためには、栄養バランスに配慮した食事の提供等、食品関連20 

事業者などの果たす役割も重要となっています。 21 

 22 

長崎県では、平成18年度に「長崎県食育推進計画」を策定し、これまでに、３度23 

の改定を行い県民運動として、食育を推進してきました。 24 

 25 

新型コロナウイルス感染症の流行により、県民が農林漁業の体験や郷土料理等の26 

「食の体験」に触れる機会は減少し、さらに、栄養バランスを意識する人や朝食を27 

とる人は年々減少傾向にあります。 28 

 29 

このような状況は、令和３年３月に策定された国の第４次食育推進基本計画にお30 

いても課題とされています。国の計画における重点事項である「生涯を通じた心身31 

の健康を支える食育の推進」、「持続可能な食を支える食育の推進」等の観点を踏ま32 

え、本県の特性に合わせた食育をさらに推進していく必要があります。 33 

 34 

  こうした「食」をめぐる現状や、これまでの取組で明らかとなった課題、そして35 

国の食育推進基本計画を踏まえ、長い歴史の中で育まれた豊かな食材や食文化を生36 

1



かした「長崎県の食育」を推進するため、第５次長崎県食育推進計画を策定いたし1 

ました。 2 

 3 

なお、本計画は、平成27年9月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な4 

開発のための2030アジェンダ」で掲げられた「持続可能な開発目標（SDGs）」の5 

達成に資するものです。 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

≪本計画と SDGs≫ 11 

●「SDGs（持続可能な開発目標）」は、平成 27年 9月の国連サミットで採択され、12 

「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指し、17ゴールと 169のターゲ13 

ットで構成され、経済、社会、環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むための国14 

際社会全体の目標です。 15 

●SDGsの理念は本計画の施策の方向性とも重なっており、本計画の施策を着実に進16 

めていくことが SDGsの推進につながるものと考えております。 17 

●県民とともに食育の推進に取り組み、県としての役割や使命を果たすことで、SDGs18 

の目標達成に貢献していきます。 19 

  20 
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第 2節 計画の位置付け 1 

 2 

この計画は、令和８年度から令和 12年度を計画期間とする「長崎県総合計画み3 

んなの未来図 2030」における個別計画にあたります。 4 

また、食育基本法第 17 条第 1 項に基づき、都道府県が食育の推進に関する施5 

策について定める「都道府県食育推進計画」に位置付けられるものです。 6 

さらに、各個別計画と調和を図り、食育を県民運動として連携・協働しながら取7 

り組みます。 8 

 9 

食育基本法（平成 17年法律第 63号） 抜粋 

（都道府県食育推進計画） 

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の

推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう

努めなければならない。 

２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進

会議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表

しなければならない。 

 10 

図１ 本計画と国計画、県の総合計画・関係計画および市町計画の関係 11 

 12 

 13 

第 3節 計画の期間 14 

 15 

計画の期間は、令和８年度から令和 12年度までの 5年間とします。 16 

ただし、社会環境の変化等に応じて、適宜見直しを行うこととします。 17 



第２章 食をめぐる現状と課題 1 

 2 

１．長崎県における食育の取組 3 

 「国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための食育を推4 

進する」（食育基本法第 1 条）ことを目的として、平成 17 年 6 月に食育基本法5 

（平成 17年法律第 63号）が制定されました。 6 

 本県では、平成 18年 3月に本県食育推進県民会議条例を施行し、同法第 17条7 

第 1項の基づく都道府県推進計画である「本県食育推進計画」を平成 18年 1０月8 

に作成し、県、市町、関係機関、団体等が連携協力しながら基本施策に基づく食育9 

の取組を進めてきました。 10 

前計画である第 4次計画では、「感謝の気持ち（いたただきます）を育むための11 

食育」、「健康長寿につながる食育」、「食に関する理解を深めるための食育」、12 

「本県の特色ある食文化の継承」の 4つの方向性に沿い施策を展開しました。 13 

しかし、令和元年末から令和 5 年 5 月にかけて流行した新型コロナウイルス感14 

染症の影響を大きく受け、対面を中心とした食育活動は中止を余儀なくされ、県民15 

が食を体験する機会が大きく失われた結果、食育に関心を持つ県民の割合は令和４、16 

５年度に減少しましたが、令和６年度には改善する傾向がみられています。食育の17 

推進が困難であった一方、新たな生活様式としてのオンラインやデジタル技術の活18 

用が浸透するきっかけとなりました。 19 

 20 

２．第 4次本県食育推進計画における数値目標の評価 21 

 第 4 次本県食育推進計画において数値目標を設定した 23 項目の達成状況につ22 

いては表１のとおりです。 23 

 目標達成した項目は 13項目、未達成の９項目のうち目標達成に近い項目（達成24 

率 90％以上）は７項目、改善の余地のある項目（達成率 90％未満）は２項目でし25 

た。 26 

新型コロナウイルス感染症拡大による活動制限などの影響もあり、令和 3 年度27 

から 4年度にかけて「県内 3魚市場協会が実施する魚食講習会の参加者数」や「食28 

育担当者・ボランティア等の研修会参加者数」が減少したほか、朝食欠食や野菜摂29 

取量の不足が依然として県民の食生活の課題であることがわかりました。一方で、30 

令和 5 年度から魚食講習会等の食の体験をする県民の数は戻りつつありますが、31 

新型コロナウイルス感染症拡大前より減少しており、流行期間に食育の機会が減少32 

したことから、食育を推進するボランティアの減少に影響を及ぼしました。これら33 

の課題に対し、それぞれの地域で食育のボランティア活動の再開等に取り組んでい34 

ます。 35 

 36 

 37 

4



表 1 第 4次本県食育推進計画の数値目標の評価 1 

目標項目 
基準値 

【第 4 次計画策定時】 

（R1 年度） 

現状値 
（R6 年度） 

目標値 
（R7 年度） 

評価 

＜第４章 目指す方向性と施策の展開＞ 

第１節 感謝の気持ち（いただきます）を育むための食育 

①食育計画に基づいた推進体制がある保
育所・幼保連携型認定こども園の割合 

98.5％ 100％ 100％ 

②食育の計画を作成している幼稚園の割
合 

77.5％ 83.5％ 80% 

③食品ロス問題を認知して削減に取り組む
消費者の割合 

95.0% 
（R2） 

92.9% 95% 

第２節 健康長寿につながる食育 

④栄養士により、食育の取組を専門的に実
施している保育所・幼保連携型認定こども
園の割合 

76.8% 78.3% 80% 

⑤食育担当者を配置して食育を推進してい
る幼稚園の割合 

77.5% 80.0％ 80% 

⑥小・中学生の朝食摂取率 95.2% 93.6% 100％ 

⑦食育の視点を踏まえ、授業を行っている
小・中学校の割合 

88.1% 93.8% 91.0% 

⑧成人の朝食摂取率 89.2% 89.5% 90.0% 

⑨食育に関心をもっている県民の割合 
69.9% 
(R2) 

74.3% 76.0% 

⑩主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が
1 日 2 回以上の日がほぼ毎日の人の割合 

42.7% ４２．６% 53.5% 

⑪野菜摂取を心がける人の割合 86.3% 90.5% 91.7% 

⑫大学生の朝食摂取率 - 72.0% 73.1％ 

第３節 食に関する理解を深めるための食育 

⑬食品の安全性に関する意見交換会等の
開催回数 

20 回 
(H28-R1 平均) 

２６回 20 回以上 

⑭食品の安全性に関する意見交換会等の
開催出席者数 

923 人 
(H28-R1 平均) 

1,104 人 950 人以上 

第４節 本県の特色ある食文化の継承 

⑮学校給食における「地場産物使用推進ウ
ィーク」の県産品使用割合（重量比） 

72.7% 74.4% 71.0% 

⑯県内まるごと本県給食の実施：市町 21 市町 21 市町 21 市町 

⑰県内 3 魚市場協会が実施する魚食講習
会の参加者数（魚食普及） 

3,400 人 
(H28-R1 平均) 

1,888 人 3,400 人 

⑱アグリビジネス売上額（農産物直売所、
農泊、四季畑）（地産地消） 

119.8 億円 
(H30) 

138.9 億円 127.3 億円 

＜第５章 県民運動としての推進＞ 

第２節 人材の育成と関係機関等への支援 

⑲食育研修会への参加保育所・幼保連携
型認定こども園の割合 

95.6% 91.5% 100％ 

⑳学校給食研修会等の満足度 99.6% 99.９% 99.0％ 

㉑給食栄養管理者・調理員等研修会の満
足度 

97.6％ 98.3％ 98.0％ 

㉒食育担当者･ボランティア等の研修会参
加者数 

955 人 1,490 人 1,000人 

第３節 デジタル化に対応した食育の推進 
㉓「びわ太郎食育通信」の発行回数 
（回／年） 

４回 １２回 ４回 

5



３．各市町食育推進計画の策定状況 1 

 県内では、全市町において、食育推進計画が策定されています。 2 

 なお、全ての市町村が計画を策定している都道府県は、国で 22都道府県（令和3 

7年 3月末）となっています。 4 

 5 

表 2 市町食育推進計画策定状況            （令和 7年 3月末） 6 

市町名 計画の名称 現行計画の期間

長崎市 第４次長崎市食育推進計画 令和４年度　～　令和８年度

佐世保市 第４次佐世保市食育推進計画 令和４年度　～　令和８年度

島原市 第４次島原市食育推進計画 令和７年度　～　令和11年度

諫早市 第４次諫早市食育推進計画 令和３年度　～　令和７年度

大村市 第４次大村市食育推進計画 令和４年度　～　令和８年度

平戸市 第４次平戸市食育推進計画 令和６年度　～　令和11年度

松浦市 第４次松浦市食育推進計画 令和７年度　～　令和12年度

対馬市 第３次対馬市食育・地産地消推進計画 令和４年度　～　令和８年度

壱岐市 壱岐市食育推進計画 令和６年度　～　令和11年度

五島市 第３次五島市食育推進計画 令和３年度　～　令和７年度

西海市 第４次食育推進計画 令和６年度　～　令和８年度

雲仙市 第３次雲仙市食育推進計画 令和６年度　～　令和９年度

南島原市
南島原市こころと体、口腔の健康づくり、

食育推進計画（ひまわりプランⅣ）
令和６年度　～　令和17年度

長与町 第３次健康ながよ２１計画 令和６年度　～　令和17年度

時津町 健康とぎつ２１（第３次） 令和７年度　～　令和17年度

東彼杵町 東彼杵町食育推進計画（第３次） 平成７年度　～　令和16年度

川棚町 健康かわたな２１（第３次） 令和６年度　～　令和17年度

波佐見町
波佐見町健康増進計画

「健康はさみ２１（第３次）」
令和６年度　～　令和17年度

小値賀町 小値賀町地産地消推進計画兼食育推進計画 平成20年度　～       　   　　　　

佐々町 佐々町保健福祉総合計画 令和６年度　～　令和11年度

①第3次新上五島町健康づくり計画 令和６年度　～　令和11年度

②新上五島町第３期子ども・子育て支援事業計画 令和７年度　～　令和11年度
新上五島町

 7 
出典：長崎県食品安全・消費生活課、R６.12調査 8 

 9 
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４．長崎県及び国における現状と課題 1 

（１）食生活と健康 2 

 栄養・食生活は、生命の維持に加え、子ども達が健やかに成長し、人々が健康で3 

幸福な生活を送るために欠くことのできない営みです。また、栄養バランスを考え4 

た食生活を送ることは、生活習慣病の予防等、QOL の維持に大切な役割を果たし5 

ます。 6 

 このような健全な食生活を送るための個人の行動に加えて、健康状態の改善を促7 

すための食事を取り巻く環境の向上を図る観点を踏まえて取り組みを進めていく8 

ことが重要です。 9 

 10 

〈主食・主菜・副菜の組み合わせ〉 11 

 本県では、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が一日 2回以上の日がほぼ毎日12 

の人の割合が令和3年度から令和5年度はほぼ横ばいでしたが、令和6年度では、13 

42.6%と減少しました（図２）。 14 

 国の調査でも、ほぼ毎日の人は 36.8%と低く、食べられていないものとしては、15 

「副菜」が最も多く挙げられました。また、主食・主菜・副菜の組み合わせた食事16 

を増やすために必要なこととして、「手間がかからないこと」の割合が 61.4%と17 

高く、その他、「時間があること」、「食費に余裕があること」の割合が高い結果18 

でした。 19 

  20 

図２ 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1日 2回以上の日がほぼ毎日の人の割合：％ 21 

               出典：県民の食育に対する意識等の調査 22 

 23 

 24 

〈野菜摂取量〉 25 

 本県では、県民の野菜摂取量が減少傾向にあります（図３）。本県の調査では、26 

野菜摂取を心がける人の割合は横ばいで、おおよそ 9 割の人が野菜摂取を意識し27 

ている結果となりました（図４）。県民の食習慣では、野菜摂取を心がけているが、28 

実際には野菜摂取ができていないのが現状です。 29 
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 国の調査では、野菜や果物の消費量は年々減少しており、特に 20～40代で少な1 

いことが摂取量の平均値を下げている要因とされています。また、1日当たりの野2 

菜摂取量の平均値は、256.0g（厚生労働省・令和 5 年国民健康・栄養調査結果）3 

となっています。  4 

  5 

図３ 野菜摂取量の 1日当たりの平均値 6 

                     出典：長崎県健康・栄養調査 7 

  8 

図４ 野菜摂取を心がける人の割合：％ 9 

 10 

出典：県民の食育に対する意識等の調査 11 

 12 

 13 

〈食塩摂取量〉 14 

 本県での県民の食塩摂取量は、平成 23 年以降 10.0g 程度で横ばいの状況にあ15 

り、日本高血圧学会が示す 1日当たり 6gの減塩目標には達していません（図５）。 16 

 なお、国の調査では、1 日当たりの食塩摂取量の平均値は 9.8g（厚生労働省・17 

令和 5年国民健康・栄養調査結果）でした。 18 

 19 

 20 
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 図５ 食塩摂取量の 1日当たりの平均値 1 

 2 
                               出典：長崎県健康・栄養調査 3 

 4 

 5 

〈朝食欠食〉 6 

 本県における小・中学生の朝食摂取率は、年々減少しており（図６）、この 4年7 

間で 1.6ポイント減少しました。 8 

国の調査でも、令和 6 年度では小学校 6 年生で 6.3%、中学校 3 年生で 8.6%9 

が朝食を欠食し、年齢・世代が上がるごとに欠食の割合が増え、その割合は年々上10 

昇しています（文部科学省「全国学力・学習調査」結果）。これは全国的な課題で11 

あり、食習慣の乱れが、体力、気力とともに学習意欲の低下につながることが指摘12 

されています。 13 

 また、本県における大学生の朝食摂取率は、年度によってばらつきがあるものの14 

約 7 割強で横ばい（図７）、成人の朝食摂取率は約 9 割で横ばいです（図８）。15 

特に大学生の朝食摂取については、取組を強化しているところですが、継続的な啓16 

発が必要です。 17 

 18 

 19 

図６ 小・中学生の朝食摂取率：％ 20 

 21 
出典：全国学力学習状況調査 22 

 23 

 24 
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図７ 大学生の朝食摂取率：％ 1 

出典：大学生食育アンケート 2 

 3 

 4 

    図８ 成人の朝食摂取率 5 

出典：県民の食育に対する意識等の調査 6 

 7 

  8 
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〈肥満・やせの状況〉 1 

本県では、適正体重の者の割合に関して、20～60 歳代男性の肥満者および 652 

歳以上の低栄養傾向の者は増加（悪化）傾向でした。40～60歳代女性の肥満者は3 

減少（改善）傾向でしたが、20～30歳代女性のやせの者は平成 28年に減少した4 

ものの令和３年では増加（悪化）傾向となりました（図９）。適正体重を維持して5 

いる人の割合の増加は、継続した課題で「バランスよく食べよう」や「太りすぎな6 

い・やせすぎない」等については引き続き取り組む必要があります。 7 

国では、令和6年度から開始された国民健康づくり運動「健康日本 21（第3次）」8 

において適正体重を維持している人を増加させるため、肥満や若年女性のやせの割9 

合を減らすという目標が設定されています。 10 

 11 

図９  適正体重の者の割合 12 

 13 
出典：長崎県健康・栄養調査 14 

 15 

  16 
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〈食育への関心〉 1 

 本県では、令和６年度において食育に「関心がある」又は「どちらかといえば関2 

心がある」と回答した人の割合は 74.3％で、令和 4年度以降徐々に増加しました3 

（図 12）。 4 

 年代別に見てみると、10代が 78.8％、20代が 80.3％と関心が高かった一方、5 

30～50 代で関心が低下し、60 代でやや関心が高まる傾向であり、年代で意識に6 

差がみられました（図 13）。 7 

 関心が低い 30～50代への啓発を強化するとともに、引き続き全世代に向け、食8 

育の啓発を実施する必要があります。 9 

 10 

    図 12 食育に関心を持っている県民の割合：％ 11 

 12 
出典：県民の食育に対する意識等の調査 13 

 14 

 15 

図 13 食育に関心を持っている県民の割合（年代別）：％ 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

               出典：令和６年度 県民の食育に対する意識等の調査 25 

 26 

  27 
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（２）食を取り巻く環境 1 

〈家庭における食育〉 2 

 家族が食卓を囲んで共に食事をとることは、いただきますやごちそうさまなどの3 

あいさつや、箸や器の持ち方といった食事のマナーなど、食に関する基礎を伝え・4 

習得するための食育の原点ともいえる重要な場面です。そのため、家族等と一緒に5 

食事をとりながら様々なコミュニケーションを図ることのできる「共食」を推進し6 

ていく必要があります。 7 

国の調査では、単身世帯や共働き世帯の増加など、家庭の状況や生活が多様化す8 

ることにより、家族全員で朝食や夕食をとる機会が平成 22年度から減少傾向にあ9 

ります。令和 6年度では一週間当たり 8.9回（朝食 3. 7回、夕食 5.2回の合計）10 

でした。 11 

 12 

 13 

  14 

 topics 

「 共食」とは？  

 

家族や友人など、複数の人が一緒に料理や食事をすることを「共食」といいま
す。食事を通して他者とつながり、共感する機会となり、食事が栄養摂取の機会
となるだけではなく、コミュニケーションの手段や食事マナーを習得する機会に
なります。 
このように人が生活をしていく上でも重要な「共食」の機会には、できればテ

レビを消し、携帯電話は身近に置かずに楽しくすごしましょう。ちなみに、「共

食」に対して一人で食事をすることを「孤食」といいます。どうしても「孤食」に

ならざるを得ない状況もあると思いますが、できるだけ「共食」の機会を取り入

れられるよう心がけましょう。 

13



〈学校・保育所等における食育〉 1 

 平成 17年度から、食に関する専門家として児童生徒の栄養の指導と管理を司る2 

ことを職務とする栄養教諭が制度化されました。学校における食育を推進するため3 

には、「食に関する指導の手引き－第 2 次改訂版－」（平成 31 年 3 月）に基づ4 

き、栄養教諭を中心に全教職員の共通理解の下に連携・協力し指導を展開すること5 

が重要とされます。 6 

 本県での保育所等の取組みとして、令和 6年度では、「食育計画に基づいた推進7 

体制がある保育所・幼保連携型認定こども園の割合」は 100％を維持しており、8 

「幼稚園の割合」が 83.5％と前年度より増加しています。さらには、「食育研修9 

会への参加保育所・幼保連携型認定こども園の割合」が令和 3年度 61.3％から令10 

和 6年度 91.5％に増加しています（図 14）。 11 

 義務教育では、「食育の視点を踏まえ、授業を行っている小・中学校の割合」が12 

93.8％であり、前年度から増加しています（図 15）。また、『学校給食における13 

「地場産物使用推進ウィーク」の県産品使用割合』や「県内まるごと本県給食の実14 

施」等の地産地消等に取り組んでいます。 15 

 16 

図 14 食育研修会への参加保育所・幼保連携型認定こども園の割合（％） 17 

 18 
出典：保育所等における食育推進状況等に関する調査 19 

 20 

図 15 食育の視点を踏まえ授業を行っている小・中学校の割合（％） 21 

 22 
出典：学校運営に関する諸調査 23 
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〈地域における食育〉 1 

本県は、海と山に囲まれ、離島を多く有し、地域ごとに豊かな海産物や農産物の2 

食材があります。これらの食材が地域の気候風土と結びつき、様々な郷土料理が作3 

られ、食されてきました 16）。 4 

郷土料理は各地域の自然や歴史、文化、産業等に関する理解を深めることにもつ5 

ながるため、引き続き、後世に継承していく必要があります 17）。 6 

 本県では、地域において食生活改善推進員や地域婦人団体等をはじめとする食育7 

ボランティア等の活動等を通じて、栄養バランスのよい食事や県産食品、郷土料理8 

を普及してきました。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う対面開催等の縮小が9 

ありましたが、令和 5年度以降増加傾向にあります（図 16）。 10 

地域での多世代交流が期待される「共食の場」の開設、健康的な食生活に関する11 

講話や農林漁業体験の場の提供等の食育活動が行われています。 12 

 13 

 14 

図 16 食育担当者・ボランティア等の研修会参加者数：人 15 

出典：国保・健康増進課及び各保健所事業実績 16 

 17 

 18 

 19 

   topics 20 

〇長崎県食育推進ネットワーク 21 

本県で食育に取り組む関係者が参画し、関係者相互の情報共有や連携を進める22 

ネットワーク組織を構築し、県内の食育活動の質の向上と食育を推進する体制23 

の強化を図り、県民運動として、より一層の食育の推進に資することを目的とし24 

て会員登録制度を令和 6年 8月から開始しました。 25 

民間企業、各種団体、生協、保育所・幼稚園・認定こども園、大学、マスコミ、26 

市町等の 54者が登録されています（令和７年 10月末時点）。 27 

 28 
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 1 

 topics 2 

 長崎県食育フェスタ 3 

 4 

民間と行政が協力連携し、食育推進ネットワークの構成員が参画し、長崎県5 

食育フェスタを開催しました。 6 

 「長崎県食育推進活動表彰式」や各種セミナー、基調講演等が行われまし7 

た。 8 

  9 

 10 

 11 

  12 

食育推進活動表彰 

お茶の淹れ方セミナー 

基調講演 
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〈食の安全・安心〉 1 

食品への関心が年々高まる中、インターネットやソーシャルネットワーキングサ2 

ービス（ＳＮＳ）等の普及により、食の安全・安心に関する様々な情報が氾濫し、3 

また、誰でも手軽に情報を発信することができるようになりました。これらの中に4 

は、食品の安全性に対して科学的根拠に乏しいものや、偏った情報をもとに危険性5 

を煽るものなども多く存在しています。 6 

健全な食生活の実現にあたっては、食品の選び方等について基礎的な知識を持ち、7 

その知識を踏まえて行動に移すことが必要です。 8 

本県では、食品の安全に関する意見交換会等を年間 20回以上、出席者数 950回9 

以上を指標として活動しています。令和 6年度では、意見交換会等の出席者の理解10 

度が 95％でした（R6食品安全・消費生活課集計）。平成 27年「長崎県食品の安11 

全・安心条例」制定以降、継続して取り組んでいます。 12 

 13 

〈災害に備えた対策〉 14 

大規模な自然災害等の発生に備え、地方公共団体、民間団体等における食料の備15 

蓄に加えて、各家庭で食品を備蓄しておくことが重要です。 16 

本県では、アルファ化米や缶詰パン、ペットボトル飲料水等を配備しており、高17 

齢者やアレルギー疾患へも配慮し、なるべく汎用性の高いものが選定されています18 

（長崎県：災害時の物資備蓄などに関する基本方針）。 19 

また、長崎県キッチンカー協会と本県で令和 6年 12月に大規模災害時に避難所20 

等で炊き出し支援を行うための協定が締結されました。 21 

 22 

〈食品ロス問題〉 23 

 我が国は、食料の多くを輸入に頼っている一方で、本来食べられるにもかかわら24 

ず廃棄されている食品ロスの問題があります。 25 

食品ロスは、SDGsにおいて言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題26 

となっており、国、地方公共団体、事業者、消費者等が連携しながら、食品ロス削27 

減に向けた取組を行う必要があります。 28 

 食品ロス問題を意識して削減に取り組む消費者（県民）の割合は 90％強であり、29 

食品ロス問題が広く浸透しており（図 17）、国全体の食品ロス発生量も減少して30 

います。 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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   図 17 食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者割合：％ 1 

 2 

出典：食品ロスの認知度と取組状況に関する調査 3 

 4 

〈農林漁業体験・地産地消〉  5 

食品の種類及び購入形態が多様化し、調理に便利な食材が簡単に手に入るように6 

なるなど、食生活が豊かになる一方で、食材の本来の姿や収穫されてから消費者の7 

手に渡るまでの過程がわかりにくくなっています。日々の食生活が、自然の恩恵の8 

うえに成り立ち、食べるという行為が動植物の命を受け継ぐということ、食事に至9 

るまでに生産者をはじめとして多くの人々の苦労や努力に支えられていることに10 

対して、感謝の念や理解の深まりがあらためて必要とされています。 11 

 生産者と消費者の距離を縮めるためには、両者の交流などを進めることによって12 

信頼関係を構築するとともに、我が国の食料安全保障や合理的な価格形成への理解13 

を深め、持続可能な食料システムを実現していくことが必要です。 14 

 そのためには、特に広く県民に向けて農林水産物の生産に関する体験活動の機会15 

を提供していくことにより、農林漁業についての意識・理解を深めてもらうことが16 

重要です 19）。 17 

 県内の魚食講習会は、平成 28 年度から令和元年度の平均値で 3,400 人が参加18 

していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行により、対面開催が減少しまし19 

た。流行期後に回復し講習会は再開されていますが、ボランティアや講師等の従事20 

者の確保が難しくなっており、流行期以前の参加者数には及んでいません（図 18）。21 

しかし、農産物直売所などの売上高は年々増加しており、産直活動等の生産者と消22 

費者が直接つながる取組が進んでいます（図 19）。 23 

 国の調査でも、農林漁業体験を経験した国民の割合の減少等が報告されています24 

が、参加者からは「自然への恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった」、25 

「地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった」等の回答が多くみられており、26 

今後も継続した農林漁業体験の継続、郷土料理や魚食文化の伝承の継続が望まれま27 

す。 28 

 29 

96.5 89.8 92.8 92.9

0

20

40

60

80

100

R3 R4 R5 R6

目標値 ９５％ 

〇：達成 ■：未達成 

18



図 18 県内 3魚市場協会が実施する魚食講習会の参加者数：人 1 

 2 
出典：水産加工流通課調べ 3 

 4 

図 19 アグリビジネス売上額（農産物直売所、農泊、四季畑、地産地消） 5 

：億円 6 

出典：農山村振興課調べ 7 

 8 

 9 

〈大人の食育〉 10 

 幼少期や学童期においては、家庭教育や学校給食等を通じ、食に関する基礎を習11 

得する機会があります。 12 

 一方、大学生や社会人の自ら食事を用意し食生活を営むようになる若い世代（2013 

～30歳代）では、食に関する課題を多く抱えていることが指摘されています。 14 

 また、若い世代から高齢者まで各世代におけるウェルビーイングの向上の観点か15 

ら、健全な食生活の実現に向けた課題に対応した「大人の食育」を進める必要があ16 

ります。 17 

 本県では、30 歳代以上において食育への関心度が低下しており、特に 50 歳代18 

では 30.9%と低くなっています（図 13）。 19 

国の調査では、食育に「関心がある」又は「どちらかといえば関心がある」と回20 

答した人は、子育て世代である 30歳代の女性では 9割を超えている一方、20歳21 

代男性では 7割を下回るなど、意識の差がみられています。さらに、「健全な食生22 

438 522 
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活を実践する心掛け」では「常に心掛けている」「心掛けている」人は、男性では1 

20～30 歳代、女性では 20 歳代が特に低い結果となっています。「大人の食育」2 

については、大学等における食育授業の実施や、企業における従業員に対する食育3 

の取組を広げていくことを通じて、健全な食生活の実践を促すことが重要であると4 

考えられます。 5 

 6 

 7 

〈食育の実践〉 8 

 これまでの計画において、食育の普及・実践に向け取り組み「県民の食育の関心9 

度」は、令和 6年度には 74.3％と関心の高まりがみられましたが、令和 7年度調10 

査での「食育を実践する県民の割合」は 53.7％と未だ食育の実践まで至っていな11 

い結果となりました（図 20－1，2）。県民に対する食育への関心をさらに高める12 

とともに実践に向けた啓発を実施することが重要です。 13 

 また、令和 3 年 2 月、農林水産省は、幅広く食育について情報発信や普及・啓14 

発を行うことを目的として「食育ピクトグラムと食育マーク」を作成、公表しまし15 

た。 16 

本県においても、これらの食育ピクトグラムを活用し、食育の取組が多様である17 

ことを県民に紹介するとともに、食育の実践につなげていくことが必要と考えてい18 

ます。 19 

図 20－1 食育を実践している県民の割合（令和 7年度） 20 

 21 
 22 

       図 20－2 食育の取組の実践の内容  23 

 24 
 25 

1：みんなで楽しく食べよう、2：朝ごはんを食べよう、3：バランスよく食べよう、 26 
4：太りすぎない やせすぎない、5：よくかんで食べよう、6：手を洗おう（食品衛生）、27 
7：災害に備えよう、8：食べ残しをなくそう（食品ロス削減）、9：産地を応援しよう28 
（地産地消）、10：食・農を体験しよう（農林漁業体験）、11：和食文化を伝えよう（郷29 
土料理の伝承）、12：食育を推進しよう 30 

 31 
出典：令和７年度 県民の食育に対する意識等の調査 32 

33 
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  1 

topics 2 

 農林水産省が食育の取組みを普及・啓発するために公表しました。 3 

●食育ピクトグラム 4 

  食育を実践する１２の取組 5 

 1 みんなで楽しく食べよう 

家族や仲間と、会話を楽しみ

ながら食べる食事で、心も体も

元気にしましょう。 

 2 朝ご飯を食べよう 

朝食を食べて生活リズムを整え、

健康的な生活習慣につなげましょ

う。 

 3 バランスよく食べよう 

主食・主菜・副菜を組み合わ

せた食事で、バランスの良い食

生活につなげましょう。また、

減塩や野菜・果物摂取にも努め

ましょう。 

 4 太りすぎない やせすぎない 

適正体重の維持や減塩に努めて、

生活習慣病を予防しましょう。 

 5 よくかんで食べよう 

口腔機能が十分に発達し維持

されることが重要ですので、よ

くかんでおいしく安全に食べま

しょう。 

 6 手を洗おう 

食品の安全性等についての基礎的

な知識をもち、自ら判断し、行動す

る力を養いましょう。 

 7 災害にそなえよう 

いつ起こるかも知れない災害

を意識し、非常時のための食料

品を備蓄しておきましょう。 

 8 食べ残しをなくそう 

SDGsの目標である持続可能な社

会を達成するため、環境に配慮した

農林水産物・食品を購入したり、食

品ロスの削減を進めたりしましょ

う。 

 9 産地を応援しよう 

地域でとれた農林水産物や被

災地食品等を消費することで、

食を支える農林水産業や地域経

済の活性化、環境負荷の低減に

つなげましょう。 

 10 食・農の体験をしよう 

農林漁業を体験して、食や農林水

産業への理解を深めましょう。 

 11 和食文化を伝えよう 

地域の郷土料理や伝統料理等

の食文化を大切にして、次の世

代への継承を図りましょう。 

 12 食育を推進しよう 

生涯にわたって心も身体も健康

で、質の高い生活を送るために「食」

について考え、食育の取組を推進し

ましょう。 

 6 

●食育マーク 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 出典：農林水産省Webサイト（https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/pictgram/index.html） 13 
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第３章 食育推進の基本的な考え方 1 

 2 

第 1 節 基本的な方針 3 

この計画は、県民の「健康で文化的な生活・豊かで活力のある社会の実現」を目4 

指すため、「生涯を通じた心身の健康を支える食育」、「持続可能な食を支える食育」、5 

「長崎県の特色ある食文化の継承～郷土料理や地産地消への関心～」の３つの方向6 

性に沿った施策を、多様な関係者と協働して、総合的かつ計画的に推進し、食育活7 

動をさらなる県民運動として展開します。 8 

 9 

併せて、食育の推進にあたっては、県民一人一人が「食」について意識を高め、10 

農林漁業体験や生産者との交流等を通じて、県民の食生活が自然の恩恵の上に成り11 

立っていることや、「食」に関わる人々の様々な活動に支えられていることについ12 

て、感謝の念や理解が深まるよう取り組んでいきます。 13 

 14 

また、単身世帯が増加するなどの生活環境の変化に伴い、家庭や地域での健全な15 

食生活の実践が困難な場面の増加や、食の在り方の変化等に伴う大人の食生活の乱16 

れ、県民の食卓と農業等の生産現場の距離が遠くなる中での、生産者と消費者との17 

関係の希薄化といった課題が顕在化してきています。 18 

そのような中、学校等での食や農に関する学びの充実や、健全な食生活の実践 に19 

向けた「大人の食育」の推進、県民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大が20 

求められてきていることから、この計画において取り組む施策を通して、その実現21 

を目指します。  22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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・市町における施策の展開 

・市町における施策の進捗状況や成果の評価・検証 

第5次長崎県食育推進計画 

各市町食育推進計画 

 食育推進の基盤強化（イメージ図） 1 

 2 

  3 

 

・関係機関の代表と公募委員で構成 

・食育の推進に関する重要事項の審議 

 

提 案 

・ 庁内関係課で構成 

・ 施策の進捗状況や成果の評価、検証 

長崎県食育推進県民会議 長崎県食育推進会議 

県･市町食育推進担当者会議 

・県と市町の情報共有、意見交換 

・共通課題の解決 

県

民

運

動

と

し

て

の

食

育

の

推

進 

 

・長崎県食育ボランティア※ 

・食育活動団体 

・関係機関 

【 県 】 

【 市町 】 

連 

携 

連 

携 
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第２節 関係者の役割 1 

１．県民の役割 2 

県民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、生涯3 

にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努4 

力する役割があります。 5 

 6 

２．県の役割 7 

県は、食育の推進に関し、国、市町、関係団体との連携を図りつつ、本県の課題8 

に応じた施策を策定し、実施する役割があります。 9 

 10 

３．教育関係者等の役割 11 

教育並びに保育、介護その他の福祉、医療、保健の関係者、関係機関及び関係団12 

体には、食に関する関心及び理解を促進するうえで重要な役割があることから、あ13 

らゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるととも14 

に、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努める役割があります。 15 

 16 

４．農林漁業者等の役割 17 

農林漁業者及びその関係団体は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する県民18 

の関心及び理解を促進するうえで重要な役割を果たすことから、農林漁業に関する19 

多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性20 

について、県民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携し21 

て食育の推進に関する活動を行うよう努める役割があります。 22 

 23 

５．食品関連事業者等の役割 24 

食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団25 

体は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、26 

県や市町が実施する食育の推進に関する施策に協力するよう努める役割がありま27 

す。 28 

 29 

  30 
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 1 

図１９ 食育推進の基本的な考え方（イメージ図） 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

  32 

 

健康で文化的な県民の生活・豊かで活力のある社会の実現 

                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

食に興味を持ち、実践できる人の増加 

 

≪３つの目指す方向性≫ 

（１）生涯を通じた心身の健康を支える食育 

（２）持続可能な食を支える食育 

（３）長崎県の特色ある食文化の継承 

 

【県民運動】 
 

県民運動として食育を推進 

長崎県食育推進ネットワーク等の 

相互に緊密な連携・協働 

 

 

県 民 
食育に関心を持ち、 

自ら実践を心がける 

県 

食育推進計画の策定、施策の展開 

 

食品関連事業者 

教育関係者 市町 

農林漁業者 

各種企業・団体 

食育ボランティア 
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図２０ 実践の輪を広げよう 1 

 2 
資料 食育ガイド・農林水産省 3 

  4 
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第３節 ライフコースアプローチを踏まえた食育 1 

〈背景〉 2 

社会がより多様化することや人生 100 年時代が本格的に到来することを踏ま3 

え、各ライフステージに特有の健康づくりについて、引き続き取組を進めるととも4 

に、ライフコースアプローチについて、健康づくりに関連する計画等とも連携し、5 

取組を進めることが求められています 20）。  6 

 7 

〈取組の方向性〉 8 

食育は、すべての世代に関わり、食生活に対する意識や行動、環境等は、乳幼児9 

期から高齢期までライフステージによって異なります。ライフステージごとの特徴10 

を踏まえ、県民一人ひとりが生涯を通じて健やかな生活を送り、豊かな心を育むこ11 

とができるよう食育を推進します。 12 

また、これまで食に関する課題やめざす姿は、ライフステージ（乳幼児期、小・13 

中学校期、高等学校期、青年期、壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階）に14 

より様々であることを踏まえ、各ライフステージの特徴や課題に応じた食育を推進15 

してきました。 16 

本計画では、各ライフステージの食習慣や社会環境等が将来の自らの健康状態や17 

自身の子どもの健康状態に影響を与える可能性があることを踏まえ、従来の各ライ18 

フステージに応じた食育の推進に加え、人の生涯を経時的に捉えた「ライフコース19 

アプローチ」を踏まえた食育の取組を進めます。 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

                  資料：第 4 次枚方市食育推進計画を参考に作成 37 

￥ 
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第４章 目指す方向性と施策の展開 1 

 2 

第１節 生涯を通じた心身の健康を支える食育  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

１．共食を通じた普及（望ましい食習慣） 13 

 14 

○食べることや調理の楽しみ等を体験するための幼児期を中心とした体験型の15 

食育の取組を支援します。                            【こども未来課】 16 

 17 

○ＰＴＡ研修会や懇談会等に、「ながさきファミリープログラム」のファシリテー18 

ターを派遣し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護者19 

同士や親子で話し合う機会を提供します。            【生涯学習課】 20 

 21 

○基本的な食習慣を形成し、豊かな生活を送ることができるよう、家族や友人等22 

と食卓を囲む機会を増やすことを推進します。    【食品安全・消費生活課】 23 

 24 

○保育所・幼稚園・認定こども園等の給食時間の活用、家庭への情報提供により25 

正しい食習慣や食事マナーの習得を促します。             【こども未来課】 26 

 27 

 28 

２．健康寿命の延伸を目指す啓発 29 

 30 

○幼児期の基本的な生活習慣や健康状態の改善等に必要な知識について、保育   31 

所・幼稚園・認定こども園等の施設職員を対象に普及・啓発します。 32 

                                                        【こども未来課】 33 

 34 

○各教科・領域や生きた教材である学校給食など、教育活動全体を通して食へ   35 

の関心を高め、地場産物等の食材や調理法等の食に関する知識や技術の習得を36 

促します。            【学事振興課、特別支援教育課、体育保健課】 37 

 38 

○食に関する指導の充実により、学校教育活動全体を通して食育の推進を図り、39 

望ましい食習慣について啓発します。                      【義務教育課】 40 

 41 

高齢化の進行や単身世帯の増加などにより、家庭のかたちや人々の暮らし方
が多様化し、それにともない、食生活もライフスタイルに応じてさまざまにな
ってきました。特に、働き盛り世代を中心とした大人の食生活の乱れが指摘さ
れており、「大人の食育」の実現が求められています。 
こうした状況の中で、すべての世代が健康的で望ましい食習慣を身につける

ことができるよう、ライフコースに注目したアプローチが重要であり、各ライ

フステージにあった食育を実践することが、生涯にわたる心身の健康の維持に
つながります。 
今後は、共食の推進に加え、あらゆる世代・場面に応じた啓発活動などを通

じて、県民の健康を支える食育を着実に推進していきます。 
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 1 

○学校保健委員会等と連携した取組等により、児童生徒の食習慣に関する正しい2 

理解や望ましい生活習慣の定着に努めるよう促します。     【体育保健課】 3 

 4 

○高校生を対象に、家庭科の授業を通して食への関心を高め、自立に必要な食の5 

知識や技術を身につけるとともに、ライフステージに応じた望ましい食生活習6 

慣を理解し、実践する力の習得を促進します。           【高校教育課】 7 

 8 

 ○妊産婦や乳幼児の子を持つ保護者を対象に、各種教材を活用して基本的な生9 

活習慣や望ましい食習慣、乳幼児期の栄養等について理解を促進します。 10 

【こども家庭課】 11 

 12 

 ○ＰＴＡ研修会や懇談会等に、「ながさきファミリープログラム」のファシリテ13 

ーターを派遣し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護14 

者同士や親子で話し合う機会を提供します。             【生涯学習課】 15 

 16 

 ○地域における講習会等を通して、幅広い世代に対する適正な塩分摂取を含め17 

た望ましい食習慣について理解を促進します。 18 

【食品安全・消費生活課、国保・健康増進課】 19 

 20 

○望ましい食習慣について、民間企業と連携しながら働く世代に向けた広報・啓21 

発活動を実施するとともに、特に、食に関する課題が多い若い世代に対する取22 

組を促進します。          【食品安全・消費生活課、国保・健康増進課】 23 

 24 

 25 

3．栄養バランスのとれた食事の啓発 26 

 27 

○保育所・幼稚園・認定こども園等での食事提供を通して、乳幼児期からの主食・28 

主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスのとれた食生活を支援します。 29 

【こども未来課】 30 

 31 

 ○学校給食摂取基準をもとに栄養バランスに配慮した学校給食を提供すると32 

ともに、家庭に対しても望ましい食事について啓発するよう促します。 33 

                               【体育保健課】 34 

 35 

 ○幅広い世代を対象に、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の定着など、栄36 

養バランスのとれた食生活の普及を図ります。 37 

【食品安全・消費生活課、国保・健康増進課】 38 

 39 

  ○高齢者の孤食や栄養バランスの偏りといった課題に対応するため、市町が行40 

う食生活の改善・定着に向けた取り組みを支援します。 41 

                         【食品安全・消費生活課】 42 

                   43 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

topics 

ながさき健味んメニュー＆ながさき健味ん弁当のご紹介 
 
より栄養バランスのよい食事内容となるよう、主食・主菜・副菜をそろえることなどを

盛り込んだ長崎県独自の基準を「ながさき健味んメニュー」として制定し、四季に合わせ

た家庭向けや料理初心者向けのほか、飲食店向けのレシピを作成し、公開しています。 

また、中食の利用者が増加し、若い世代ほど野菜摂取量が少ない傾向にあることを踏

まえ、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、栄養士会、大学生と連携し、ながさき

健味ん弁当（ながさき健味んメニューの基準を満たす弁当）の販売による食環境の整備

を進めています。 

 

【肉団子の野菜甘酢あんかけ】 【油淋鶏】 【豚肉の香草パン粉焼き】 
】 
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4. 野菜摂取を心がける食事の啓発 1 

 2 

○大学生を対象に、各大学等と連携して朝食や野菜摂取等の望ましい食習慣につ3 

いて啓発します。                  【食品安全・消費生活課】 4 

 5 

○生活習慣病予防を目的とした長崎健康革命の取組の中で、野菜摂取量増加を含6 

めた生活改善を推進します。              【国保・健康増進課】 7 

 8 

○野菜摂取量増加に向けたレシピ集の作成や関係団体・企業と連携した普及啓発9 

を図ります。                     【国保・健康増進課】 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

topics 19 

長崎県の減塩・野菜摂取量の増加に向けた取組 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

健康ながさき21（第3次） 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 
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 1 

 2 

５．朝食欠食の減少に向けた啓発 3 

 4 

○長崎県食育推進ネットワーク会員と連携しながら、朝食の摂取など望ましい食5 

習慣について、幅広い世代の県民に向けた広報・啓発活動を実施するとともに、6 

食に関する課題が多い新入社員等の若い世代に対する取組の実施や、会員相互7 

の連携した取組を促進します。              【食品安全・消費生活課】 8 

  9 

○県内大学と連携して朝食の摂取に向けた検討会を開催し、望ましい食習慣につ10 

いて啓発します。                 【食品安全・消費生活課】 11 

 12 

○妊産婦や乳幼児の子を持つ保護者を対象に、各種教材を活用して基本的な生活13 

習慣や望ましい食習慣、乳幼児期の栄養等について理解を促進します。 14 

      （再掲） 【こども家庭課】 15 

 16 

○ＰＴＡ研修会や懇談会等に、「ながさきファミリープログラム」のファシリテー17 

ターを派遣し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護者18 

同士や親子で話し合う機会を提供します。（再掲）        【生涯学習課】 19 

 20 

○地域における講習会等を通して、幅広い世代に対する適正な塩分摂取を含めた21 

望ましい食習慣等について理解を促進します。（再掲） 22 

                     【食品安全・消費生活課、国保・健康増進課】 23 

 24 

 25 

６．口腔機能の重要性の啓発 26 

 27 

○乳幼児期の健全な口腔機能の重要性について、その保護者や関係機関等を対象28 

に理解を促進します。          【こども未来課、国保・健康増進課】 29 

   30 

○歯と口の健康週間等の行事と関連させた献立やよくかむことの必要な献立を31 

学校給食に取り入れ、給食時間や機会をとらえてかむことの大切さについて指32 

導するよう促します。                     【体育保健課】 33 

長崎県食品安全・消費生活課 Instagram R令和7年８月掲載  

topics 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を啓発する取組 
 
県では、県内４大学の学生と大学生食育向上委員

会を設置し、一緒に食育の啓発を行っています。 

写真は大学生が考えた１皿で、１日の1/3の栄養が

摂れ、お腹も満たされるので朝ごはんにぴったりで

す。また、冷凍野菜や味付けに市販のめんつゆを使う

と短時間で簡単に作れ、失敗しない１品です。 

１皿なので片付けも簡単！！ 

夏野菜×納豆のねばねば丼 
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 1 

○母子保健に携わる関係者等に対し、研修等を通して、妊娠中の食生活やむし歯2 

予防等の周知を図ります。                 【こども家庭課】 3 

 4 

○子どもから成人、高齢者の口腔機能の重要性について、関係機関との連携や普5 

及啓発を推進します。                            【国保・健康増進課】 6 

 7 

○介護予防事業等を通じて高齢者の栄養及び口腔機能の向上を図ります。 8 

【長寿社会課】 9 

 10 

 11 

topics 12 

朝食欠食の減少に向けた取組 13 

 朝食は一日のはじめの大事なスイッチ！ 14 

リズムよく生活して健やかに！ 15 

 16 

  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

〇令和7年4月1日～4月14日 26 

5時00分～10時59分 27 

（1時間に6回放映。1回15秒） 28 

 29 

〇長崎県内ファミリーマートの 30 

デジタルサイネージ設置店舗約120店 31 

  32 

                 が

               

   の       

新生活が始まる時期に、朝食をとる

ことの重要性を多くの方々に知ってい

ただくことを目指し、長崎県食育推進

ネットワーク会員の大塚製薬株式会社

と株式会社ファミリーマートが長崎県

と連携して、FamilyMartVisionで

「朝食の重要性」をお知らせしました。 
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 1 

《数値目標》第4章第１節 生涯を通じた心身の健康を支える食育 2 

目標項目 
基準値 

（R6） 
R8 R9 R10 R11 

目標 
(R12) 

食育計画に基づいた推進体制

がある保育所・幼保連携型認定

こども園の割合：％ 

100 100 100 100 100 100 

食育の計画を作成している幼

稚園の割合：％ 
83.5     85 

栄養士により、食育の取組を専

門的に実施している保育所・幼

保連携型認定こども園の割

合：％ 

78.3     80 

食育担当者を配置して食育を

推進している幼稚園の割合：％ 
80.0     85 

小・中学生の朝食摂取率：％ 93.6     100 

食育の視点を踏まえ、授業を行

っている小・中学校の割合：％ 
93.8 100 100 100 100 100 

成人の朝食摂取率：％ 89.5     92 

食育を実践している県民の割

合：％ 

53.7 

(R7) 
59.0 64.2 69.5 74.7 80 

主食・主菜・副菜を組み合わせ

た食事が 1 日 2 回以上の日が

ほぼ毎日の人の割合：％ 

42.6 46.5 50.0 53.5 57.0 60.0 

野菜摂取を心がける人の割

合：％ 
90.5 91 92 93 94 95 

大学生の朝食摂取率：％ 73.1     80 

 3 

  4 
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第２節 持続可能な食を支える食育 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

   12 

 13 

 14 

 15 

 16 

１．正しい情報の提供とリスクコミュニケーションの推進 17 

 18 

○消費者、食品関連事業者及び行政間の相互理解を促進するため、情報及び意見19 

の交換を行い、食品の安全・安心に関する情報を共有します。  20 

【食品安全・消費生活課】 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

        食品の安全・安心リスクコミュニケーション 32 

 33 

○食品の安全性に関する様々な情報を県民が入手できるよう、パンフレットやホ34 

ームページ等を通じて情報を発信します。 35 

【生活衛生課、食品安全・消費生活課】 36 

 37 

 38 

２．農漁業体験、生産者との交流等を通じた普及 39 

 40 

○食事の提供や食材に関する学びを通して、食への関心と理解を深め、感謝の念41 

を育むための取組を支援します。            【こども未来課】 42 

 43 

○漁業体験や生産者との交流及び関係団体が実施する魚食講習会への支援等に44 

より、本県水産物の魅力を発信します。 45 

        【漁政課、水産経営課、水産加工流通課】 46 

近年、私たちの食卓と農業や漁業などの生産現場との距離が、物理的にも心
理的にも遠くなりつつあります。こうした中、農漁業体験や生産者との交流を
通じて、食の背景や地域の食文化への関心を育むことは、持続可能な食への理
解を深め、農漁業を活性化させるうえでも重要です。 
また、食の安全や環境への配慮など、食をめぐる課題に対して正しい情報を

消費者に分かりやすく伝え、理解を深める「リスクコミュニケーション」の推
進も必要とされています。 
さらに、限りある資源を大切にする視点から、食品ロスの削減に向けた取り

組みや、災害時に備えた食のあり方を学ぶことも欠かせません。 
これら食育に関連するそれぞれの取り組みを通じて、県民一人ひとりが食の

つながりを実感し、未来につながる持続可能な食生活を築いていけるよう、食
育の推進を図っていきます。 
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 1 

○農業体験、酪農体験や生産者との交流等を通じ、本県農畜産物に関する情報を2 

広く発信します。                 【農山村振興課、畜産課】 3 

 4 

 5 

３．食品ロス削減に向けた取組の工夫と食品廃棄物の発生抑制・リサイクル促進 6 

 7 

〇毎日の給食で適切な量を偏りなく食べ、食べ残しをしないよう、個に応じた給8 

食指導の充実を図ります。また、給食だより等で「食品ロス」に関する情報等9 

を紹介し、家庭への普及啓発を行うよう促します。    【体育保健課】 10 

 11 

○食品ロス削減などに取り組むＮＰＯ・ボランティアに対して、相談・助言・情12 

報提供等を行います。                 【県民生活環境課】 13 

 14 

○食品関連事業者に対して、食品ロス削減に向けた製造・販売の工程管理等の啓15 

発や消費者の食べ残しを減らす九州食べきり協力店事業を推進します。 16 

【生活衛生課、資源循環推進課】 17 

 18 

○食品ロス削減に関する各種講習会やイベント、ポスターコンテスト等を通し消19 

費者の意識の醸成を図ります。     20 

【資源循環推進課、県民生活環境課、食品安全・消費生活課】 21 

 22 

○賞味期限が1年を切った災害用備蓄食料等の有効活用を図り、食品ロス削減に23 

取り組みます。                      【福祉保健課】 24 

 25 

〇食品関連事業者等から発生する食品ロスの有効活用を図るため、事業者等とフ26 

ードバンク団体とのマッチングを支援します。           【資源循環推進課】 27 

 28 

○食品業者等からのエコフィード（食品残さ等飼料）発生情報を、畜産業者へ提29 

供し、再資源化を促進します。                  【畜産課】 30 

 31 

 32 

４．災害時に備えた平時における食育の取組の普及 33 

 34 

○保育所・幼稚園・認定こども園等の災害時の食事提供の体制整備として「災害35 

時食事提供マニュアル」の策定を促進します。          【こども未来課】 36 

 37 

○食品ロス削減にも配慮した非常時にも対応できる食に関する知識の普及を図38 

ります。                     【食品安全・消費生活課】 39 

 40 

○災害時に備え、各家庭で主食と主菜や副菜となる食料品を組み合わせて備蓄す41 

ることを推奨します。                      【福祉保健課】 42 

 43 

○給食施設指導を通じ、非常食の備蓄状況の把握及び非常時用献立を含む非常災44 

害時食事提供マニュアルの作成に向けて支援を行います。 45 

   【国保・健康増進課】 46 

 47 
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 1 

《数値目標》第4章第２節 持続可能な食を支える食育 2 

目標項目 
基準値 

（R6） 
R8 R9 R10 R11 

目標 

(R12) 

食品の安全性に関

する意見交換会等

の開催 

回数：回 

21 

（R2-6 

平均） 

21 

以上 

21 

以上 

21 

以上 

21 

以上 

21 

以上 

参加者の 

理解度：％ 

93.8 

(R7) 

95 

以上 

95 

以上 

95 

以上 

95 

以上 

95 

以上 

県内３魚市場協会が実施する

魚食講習会の参加者数（魚食

普及）：人 

1,900 

(R5-6 

平均) 

1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

アグリビジネス売上額（直売

所・農泊（日帰り体験を含

む））：億円 

124.6 

(R5) 
136.0 140.0 144.1 148.3 152.5 

食品ロス問題を認知して削減

に取り組む消費者の割合：％ 
92.9 

96 

以上 

96 

以上 

96 

以上 

96 

以上 

96 

以上 

  3 

出典：農林水産省 要配慮者のための 災害時に備えた食品ストックガイド 一部抜粋 

topics 

災害時に備えた食品の家庭備蓄 
 

 過去の経験によれば、大き

な災害が発生し、物流機能が停

止した場合、災害発生からライ

フライン復旧まで1週間以上を

要するケースが多くみられま

す。また、災害支援物資が 3日

以上到着しないことや、物流機

能の停止によって、1週間はス

ーパーマーケットやコンビニな

どで食品が手に入らないことが

想定されます。このため、最低

3日分～1週間分×人数分の食

品の家庭備蓄が望ましいといわ

れています。 
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第３節 長崎県の特色ある食文化の継承～郷土料理や地産地消への関心～ 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

     12 

 13 

 14 

１．学校での教科や給食を通じた普及 15 

 16 

○関係団体と連携し、魚食講習会等を通して県産魚の利用・普及を推進します。 17 

                         【水産加工流通課】 18 

 19 

○教科等や給食の時間における食に関する指導を通して、郷土料理や地産地消へ20 

の関心を高めます。                      【義務教育課】 21 

  22 

○学校給食に地場産物を使用し、新鮮な食材の確保や、郷土料理のメニューを取23 

り入れながら、児童生徒の郷土に対する愛着や理解を深めます。 24 

【体育保健課】 25 

 26 

２．地域における伝承や体験を通じた普及 27 

 28 

○市町や関係団体等と連携し、食育ボランティアの活動等を通じて、県産食品や29 

郷土料理を普及します。               【食品安全・消費生活課】 30 

 31 

○地域において調理教室などを行い、食文化の継承や県民の健康づくりの活動 32 

をしている団体等を支援します。【国保・健康増進課、食品安全・消費生活課】 33 

 34 

３．イベント等を通じた県産食品や郷土料理の普及 35 

 36 

○生産者と消費者が交流する各種イベントや飲食店に対する取組等を通して、県37 

産食品のＰＲや利用を促進します。          【物産ブランド推進課】 38 

 39 

○県産品愛用推進協力店等と連携し、農林水産物等の県産食品や郷土料理の普及40 

啓発に努めます。 41 

 【物産ブランド推進課、水産加工流通課、農山村振興課】 42 

 43 

 44 

 45 

長崎県は、海と山に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、多様な水産物や農産
物が育まれています。特に、離島という地形を活かした漁業によって得られる
新鮮な魚介類や、地域ごとの気候や風土に根ざした農産物は、長崎ならではの
食の魅力を形づくっています。こうした食材を活かした郷土料理や食文化は、
地域の暮らしに深く根ざした大切な財産です。 
これらの豊かな食の恵みを次の世代へしっかりと伝えていくことは、地域へ

の誇りや愛着を育み、持続可能な食のあり方を考えるうえでも重要な取り組み
です。 

学校、地域、そしてイベント等を活用した地産地消の推進で、長崎県の特色 
ある食文化の継承に取り組んでいきます。 
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○関係機関と連携し、各種イベントを通して、長崎の農林水産物のＰＲ、生産者1 

と消費者との交流などを行い、地産地消や県産品愛用の促進を図ります。 2 

【水産加工流通課、農山村振興課、農産加工流通課、林政課】 3 

 4 

○関係団体等が主催するイベントや体験活動、研修会等を活用して、農林水産物5 

や郷土料理についての情報提供を行います。 6 

【水産加工流通課、農山村振興課】 7 

 8 

４．共食や調理実習等を通じた普及（食事マナー） 9 

 10 

○食べることや調理の楽しみ等を体験するための幼児期を中心とした体験型の11 

食育の取組を支援します。                            【こども未来課】 12 

 13 

○ＰＴＡ研修会や懇談会等に、「ながさきファミリープログラム」のファシリテー14 

ターを派遣し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護者15 

同士や親子で話し合う機会を提供します。            【生涯学習課】 16 

 17 

○基本的な食習慣を形成し、豊かな生活を送ることができるよう、家族や友人等18 

と食卓を囲む機会を増やすことを推進します。    【食品安全・消費生活課】 19 

 20 

 21 

《数値目標》第4章第３節 長崎県の特色ある食文化の継承 22 

目標項目 
基準値 

（R6） 
R8 R9 R10 R11 

目標 

（R12） 

学校給食における「地場産物使

用推進週間」の県産品使用割

合（重量比）：％    

74.4 ７４ ７４ ７４ ７４ ７４ 

 23 
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ながさきの味～伝えたい、広めたい、郷土の食～ 

 

 

40



 

 
参考：農林水産省 HP（うちの郷土料理）

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/nagasaki.html 

41



 

長崎県郷土料理マップ 

県食品安全・消費生活課「令和 2年度郷土料理調査」 

42



長崎県特産品マップ 

県物産ブランド推進課「長崎県特産品マップ」 
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第５章 県民運動としての推進 

  

第１節 食育推進の基盤強化 

 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
１．推進体制  
 

○健康・栄養関係者、教育関係者、消費者団体、生産者・事業者団体、学校給食
関係者、地域活動団体、学識経験者、行政等で構成する長崎県食育推進県民会
議により、食育の推進に関する重要事項について審議します。 

【食品安全・消費生活課】 
 

〇民間企業等との連携を強化した長崎県食育推進ネットワークを活用し、食育を
県民運動として推進します。             【食品安全・消費生活課】 

  
  

○本推進計画に基づく食育に関する施策を効果的かつ計画的に推進するため、庁
内関係部局で構成する長崎県食育推進会議により、施策の進捗状況や成果を評
価、検証していきます。                 【食品安全・消費生活課】 

 
 
２．市町や関係機関及び団体等との連携  

 
○県産品愛用推進協力店における県産品愛用を推進し、直売所や加工グループ等
との連携により地産地消を推進します。 

【物産ブランド推進課、水産加工流通課、農山村振興課】 
 
○長崎県食育推進ネットワーク会員相互の連携を促進しながら、食育フェスタの
開催や市町イベントへの参加など、食育事業を行う県の関係課や市町と連携し
て、地域における食育を推進します。       【食品安全・消費生活課】 

 
○市町や関係機関、長崎県健康づくり応援の店等と連携して健康的な食事の推進
を図ります。                             【国保・健康増進課】 

 
 

 

 

あらゆる世代の県民が食育に関心を持ち、日々の生活の中で実践していくた
めに、県や関係者が参画する長崎県食育推進県民会議の開催や、県内各地域で
の食育活動、食育活動団体等との連携を通じて、食育の普及に取り組んできま
した。 
これまでの取組でも、民間企業等を巻き込んだネットワークづくりに着手し

ており、今後はこの取組をさらに広げ、多様な関係者が協働して取り組む体制
を構築することで、より広がりのある食育の推進を図っていきます。 
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第２節 人材の育成と関係機関等への支援 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．食育担当者のスキルアップ支援  
 

○保育所・幼稚園・認定こども園等の食育担当者を対象にした研修会の開催や情
報提供により、各施設における食育の推進を支援します。    【こども未来課】 

 
○学校栄養職員（栄養士）を対象に認定講習会を開催し、食に関する指導の中心
的な役割を持つ栄養教諭の免許取得を促進し、学校における食育を推進します。 

【働きがい推進室】 
  
○栄養教諭等に対する研修会の実施により、食育に関する実践的指導力の向上を
支援します。                          【義務教育課】 

 
○学校給食に関する研修会等を開催することにより関係職員の知識を深め資質
向上に努めます。                      【体育保健課】 

 
○研修会等により市町栄養士、給食施設従事者、歯科衛生士等の専門的知識を有
する者の資質の向上を図り、地域における食育の充実を支援します。 

【国保・健康増進課】 
 

 
２．食育を推進するボランティア活動への支援  
 

○食育の推進に取り組むＮＰＯ・ボランティアに対して、相談・助言・情報提供
等を行います。                               【県民生活環境課】 

 
○長崎県食育ボランティアの登録、活動状況の把握、情報提供等により、県民に 
密接した活動を行う人材の活用を促進します。   

 【食品安全・消費生活課】 
 
○食育推進活動表彰（県知事表彰）により、個人や団体の取組を奨励します。 

【食品安全・消費生活課】 

食育を県内全域に効果的かつ効率的に広めていくためには、県民一人ひ

とりが食育の取組を実践することと併せて、食育の担い手となる人材の育成

と、関係機関・団体への継続的な支援が欠かせません。  

このため、地域で活動する食育関係者やボランティアの養成、資質の向上、

そして活動を支えるための情報提供などの基盤づくりに取り組みます。 

また、食育の普及に積極的に取り組み、模範的で社会的貢献度の高い活

動を行っている団体や個人に対しては、表彰などを通じてその取組を奨励し、

広く周知することで、県全体の食育の推進力を高めていきます。  
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○食生活改善推進員の養成・資質向上を市町と連携して行い、食育活動を支援し
ます。                           【国保・健康増進課】 

 
○地域で活動する生活研究グループに対し情報提供などの支援を行います。 

【農業経営課】 
  
○食に関する講座やボランティア養成講座等、生涯学習に関する情報を県民に効
果的に提供し、学びやすい環境を整備します。             【生涯学習課】 

 
 

３．関係機関等への支援  
 

○各施設への訪問、研修会の開催、情報提供等により保育所・幼稚園・認定こども
園での食育の取組を支援します。                 【こども未来課】 
 

〇地域においてこどもの居場所づくりに取り組む団体等に対し、こども場所充実の
ためのネットワーク等を通じて食育に関する情報提供等を行い、食育の取組を支
援します。             【食品安全・消費生活課、こども未来課】 

 
○栄養教諭の配置拡大等により、学校における食育の取組を支援します。 

【義務教育課】 
 
○教職員を対象とした研修会の開催や体験学習の充実等により、食に対する知識を
深め学校での食育の取組を支援します。        【高校教育課、体育保健課】 
 

○特別支援学校において、児童生徒の障害の特性や発達段階に応じた、食に関する
体験活動等の実施を支援します。                       【特別支援教育課】 
 

○長崎県産の地場産物の学校給食への利用促進を図り、県内産物のみを使用した
「県内まるごと長崎県給食」を実施します。                【体育保健課】 
 

○地域において郷土料理の普及や地産地消の活動をしている直売所、団体等への情
報提供や研修を通じ、その取組を支援します。  

【水産加工流通課、農山村振興課】 
 

《数値目標》第５章第２節 人材の育成と関係機関等への支援 

目標項目 
基準値 

（R6） 
R8 R9 R10 R11 

目標 

（R12） 

食育研修会への参加保育所・

幼保連携型認定こども園の割

合：％ 

91.5     １００ 

食育担当者･ボランティア等の

研修会参加者数：人 
1,223 

R1～R6（コ
ロナ禍除く）
の最小値と最
大値の平均 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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第３節 デジタル化に対応した食育の推進 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
１．多様な媒体を活用した食育の展開  
 
○ホームページや情報誌等を通じて、健康づくり、農業体験及び漁業体験、郷土料理及
び地産地消、食の安全・安心等に関する情報を発信します。 

【生活衛生課、食品安全・消費生活課、国保・健康増進課、 
漁政課、水産加工流通課、農山村振興課】 

 
○食育関連情報の総合的な窓口としてホームページを運営します。また、インターネットや
ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等を活用し、食育に関する理解や関心を深
められるよう推進します。                              【食品安全・消費生活課】 

 
 
２．様々な場面での情報提供  
 
○妊産婦や乳幼児期の保護者、児童生徒、学生等、各対象に応じて資料の配布 
等により食育に関する情報を提供します。 

【学事振興課、食品安全・消費生活課、こども家庭課、 
義務教育課、高校教育課】 

  
○アンケートを実施し、県民の食育に関する意識や食に関する現状を把握する 
とともに、結果をふまえた情報提供に努めます。          【食品安全・消費生活課】 

 
○地域関係者や教育関係者を対象とした研修会等において、家庭への食育の推 
進を図ります。                           【食品安全・消費生活課、生涯学習課】 

 

 

 

《数値目標》第５章第３節 県民への情報提供の充実 

目標項目 
基準値 

（R6） 
R8 R9 R10 R11 

目標 

（R12） 

「びわ太郎食育通信」の 

発行回数:回／年 
１２ １２ １２ １２ １２ 12 

 

  

食の大切さを県内に広く伝えていくためには、正しい情報をわかりやすく届け、共有
していくことが欠かせません。 
社会全体でデジタル化が進み、SNS等を活用した情報発信や学びの機会が多様
化していますが、こうした変化に対応しながら、県民一人ひとりが自分らしいかたちで
食育に触れ、実践していけるよう、様々な手段や機会をとらえながら、デジタル技術を
活かした柔軟できめ細やかな情報提供などの取組を推進していきます。 
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 長崎県食品安全・消費生活課の情報発信源   

 
 

ホームページ「長崎県食品の安全・安心と食育」 
 

検索：長崎県  食育    

https://www.pref.nagasaki.jp/section/shokuhin/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

インスタグラム「長崎県食品安全・消費生活課」 
 

検索：長崎県  食品安全  インスタグラム     

https://www.instagram.com/ 

shokuhinanzensyouhi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報誌「びわ太郎食育通信」  
 

検索：びわ太郎食育通信  

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/ 

shouhiseikatsu/tsushin/ 
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 長崎県内の飲食店や販売店による取組紹介  

 

 
●“食べてみんね！長崎”県産品愛用推進協力店（担当：県物産ブランド推進課） 
県産の農林畜水産物及び製造者または販売者が県内事業者で
ある製品・加工品（惣菜を除く食品）を常時一般消費者に販売し
ている県内所在の販売店で、県産品愛用運動の趣旨に賛同し協
力いただける店舗を、「“食べてみんね！長崎”県産品愛用推進協
力店」として登録しています。 
年間を通じた県産品（食品・飲料）の積極的な取扱や県産品愛     

用推進のキャンペーン等へご協力いただいています。 
＊協力店一覧 

         検索：長崎県県産品愛用推進協力店 

          https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/ 

kanko-bussan/suisin/tuite/ 

 

 

 

●長崎県健康づくり応援の店（担当：県国保・健康増進課） 
「健康情報の発信」や「ヘルシーメニューの提供」を行うことで、利

    用者の健康をサポートするお店です。 

県民にとって身近な場所である飲食店等にご協力いただくこと 
    で、県民自身が健康づくりへの関心を高め、食習慣の見直し等が 
    できるようになることを目的とした「健康ながさき２１（第３次）」計 
    画に基づいた取組です。 

＊協力店一覧  

検索：長崎県健康づくり応援の店一覧  
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi- 

 hoken/kenkodukuri/ouennomise-kenkodukuri/ 
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https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-


 
 

＝数値目標一覧＝ 
 

第4章第１節　生涯を通じた心身の健康を支える食育

基準値 目標

R6 R12

1 100 100 100 100 100 100 こども未来課
保育所等における食育推進状況
等に関する調査

2 83.5 85 こども未来課
幼稚園における食育推進状況等
に関する調査

3 78.3 80 こども未来課
保育所等における食育推進状況
等に関する調査

4 80 85 こども未来課
幼稚園における食育推進状況等
に関する調査

義務教育課

食品安全・消費生活課

6 93.8 100 100 100 100 100 義務教育課 学校運営に関する諸調査

国保・健康増進課

食品安全・消費生活課

53.7

（R7）

国保・健康増進課

食品安全・消費生活課

国保・健康増進課

食品安全・消費生活課

11 73.1 80 食品安全・消費生活課 大学生食育アンケート

第4章第２節　持続可能な食を支える食育

基準値 目標

R6 R12

21 21 21 21 21 21

(R2-6
平均)

以上 以上 以上 以上 以上

93.8

（R7）

14
1,900
(R5-6
平均)

1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 水産加工流通課 水産加工流通課調べ

15
124.6
（R5）

136.0 140.0 144.1 148.3 152.5 農山村振興課
第４期ながさき農林業・農山村
活性化計画年度報告

96 96 96 96 96
以上 以上 以上 以上 以上

第4章第３節　長崎県の特色ある食文化の継承

基準値 目標

R6 R12

17 74.4 74 74 74 74 74 体育保健課
学校給食における地場産物使用
状況調査

第５章第２節　人材の育成と関係機関等への支援

基準値 目標

R6 R12

18 91.5 100 こども未来課
保育所等における食育推進状況
等に関する調査

19

1223
R1～R6

（コロナ禍

除く）の最

小値と最大

値の平均

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 国保・健康増進課
国保・健康増進課及び各保健所
事業実績

第５章第３節　県民への情報提供の充実

基準値 目標

R6 R12

20 12 12 12 12 12 12 食品安全・消費生活課
食品安全・消費生活課年度報告
（事業群評価）

No.

No.

No.

No.

No.

16

10

9

8

7

5

12

13

「びわ太郎食育通信」の発行回数:回／年

学校給食における「地場産物使用推進週間」の
県産品使用割合（重量比）：％

目標項目

目標項目

食育研修会への参加保育所・幼保連携型認定こ
ども園の割合：％

食育担当者･ボランティア等の研修会参加者数：
人

目標項目

データソース

データソース

目標項目

食育計画に基づいた推進体制がある保育所・幼
保連携型認定こども園の割合：％

食育の計画を作成している幼稚園の割合：％

栄養士により、食育の取組を専門的に実施して
いる保育所・幼保連携型認定こども園の割合：％

食育担当者を配置して食育を推進している幼稚
園の割合：％

小・中学生の朝食摂取率：％

食育の視点を踏まえ、授業を行っている小・中学
校の割合：％

成人の朝食摂取率：％

データソース

100

89.5 92

93.6

R8 R9 R10

食品ロスの認知度と取組状況に
関する調査（ながさきWeb県政
アンケート）

データソース

R8 R9 R10 R11 担当課

R8 R9 R10 R11 担当課

資源循環推進課

R8 R9 R10 R11 担当課

食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者
の割合：％

92.9

担当課

食品の安全性に関する意見交換会
等の開催

回数：回 食品安全・消費生活課

95
以上

95
以上

95
以上

95
以上

95
以上

食品安全・消費生活課

R9 R10 R11

91 92 93 94

県民の食育に対する意識等の調
査（ながさきWeb県政アンケー
ト）

県民の食育に対する意識等の調
査（ながさきWeb県政アンケー
ト）

県民の食育に対する意識等の調
査（ながさきWeb県政アンケー
ト）

県内3魚市場協会が実施する魚食講習会の参加
者数（魚食普及）：人

アグリビジネス売上額（直売所・農泊（日帰り体
験を含む））：億円

長崎県の取組に関する県民意識
アンケート調査

データソース

食品安全・消費生活課年度報告
（事業群評価）

食品安全・消費生活課年度報告
（事業群評価）

全国学力学習状況調査

R11 担当課

参加者の
理解度：％

食品安全・消費生活課

42.6 46.5 50.0 53.5 57.0 60.0

食育を実践している県民の割合：％

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回
以上の日がほぼ毎日の人の割合：％

59.0 64.2 69.5 74.7 80.0

95

目標項目 R8

野菜摂取を心がける人の割合：％

大学生の朝食摂取率：％

90.5

50
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